
 

特別養護老人ホームあじさい苑 
指定介護老人福祉施設 重要事項説明書 

(令和 8 年 4 月 1 日現在) 
 

1. 当施設が提供するサービスについての相談窓口 
  電 話 0436-36-1533  (午前 9 時 00 分～午後 6 時 00 分まで) 

  担 当 中澤 真美 

※ ご不明な点はなんでもお尋ねください。 

 
2. 特別養護老人ホームあじさい苑の概要 

 (1) 提供できるサービスの種類 

施 設 名  特別養護老人ホーム  あじさい苑 

所 在 地  千葉県市原市新堀 947-3 

介護保険指定事業者番号  介護老人福祉施設 (千葉県 1272400761 号) 

 (2) 同施設の職員体制 

職 種 資 格 常 勤 非常勤 計 

施設長 社会福祉施設長資格 1 名  1 名 

医 師 医 師  1 名 (1)名 

介護支援専門員 介護支援専門員 2 名  2 名 (兼務) 

介護職員 介護福祉士 17 名 
 5 名 

4 名 
2 名 

17 (4)名 
5 (2)名 

生活相談員 社会福祉主事 1 名  1 名 (兼務) 

事務員   3 名 1 名 3 (1)名 

栄養士 管理栄養士  1 名  1 名  

看護職員 正看護師  1 名   2 名 

准看護師 2 名  1 名 (兼務) 

機能訓練指導員 准看護師 1 名  1 名 (兼務) 

清 掃   2 名 (2) 名 

運転手兼営繕   1 名 (1) 名 

入浴介助   1 名 (1) 名 

入浴補助(洗濯)   2 名 (2) 名 

 (3) 同施設の概要 

定 員 50 名  短期入所 12 床   静養室 1 室  2 床 

 

居 室 

4 人部屋 4 室(1 室 47.61 ㎡) 医務室 1 室   

2 人部屋 18 室(1 室 23.80 ㎡) 食 堂 6 室 

1 人部屋 10 室(1 室 15.18 ㎡) 機能訓練室 1 室 

浴 室 3 室   特殊浴槽 1 台 
中間浴槽 1 台 

面会室 1 室 

 

 



 

3．サービス内容 
① 施設サービス計画の立案      ② 食事      ③ 栄養ケア・マネジメント    

④ 療養食の提供     ⑤ 入浴    ⑥ 介護      ⑦ 機能訓練    ⑧ 生活相談    

⑨ 健康管理      ⑩ 理美容サービス     ⑪ 行政手続き代行    

⑫ 日常費用支払い代行    ⑬ 所持品管理     ⑭ レクリエーション等 

 

4. 施設サービスの概要と利用料 (【契約書別紙】参照) 

 (1) 基本料金の軽減措置 

   居住費と食事代に係る費用について所得階層別に軽減されますので、市町村に 

介護保険負担限度額認定証の申請手続きをし、交付を受け、その認定証を施設

に提出してください。 

(2) 支払方法 

毎月 15 日までに前月分の請求をいたしますので、利用者指定口座より引落とし 

させていただきます。引落とし確認後、領収書を発行します。 

 

5. 入退所の手続き 
 (1) 入所については居宅介護支援事業者に相談するか、または直接当施設にお申込

みください。 

 (2) 退所については 30 日前までに、直接当施設にお申出ください。 

 

6. 当施設のサービスの特徴等 

 (1) 運営の方針 

  ・施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭にお 

いて、入浴・排泄・食事等の介護・社会生活上の世話・機能訓練・健康管理及 

び療養上の世話を行うことにより､入所者がその有する能力に応じ、自立した日 

常生活を営むことができるように支援します。 

  ・入所者の人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

  ・明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

市町村・居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・他の介護保険施設・その他
の保健・医療または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

  (2) サービス利用のために 

事 項 有無 備 考 

男性介護職員の有無 ○  

従業員への研修の実施 ○ 年 1 回以上外部研修に参加します。 

サービスマニュアルの作成 ○  

身体拘束 × 緊急やむを得ず、使用する場合には、利用 
者やその家族に説明し、文書にて同意を得 
た上で、実施することとします。 
なお解除する事を目的に検討を行います。 

その他   

(3) 施設利用に当たっての留意事項 

  ・面 会          面会票を記入し、いつでも自由にできます。 

  ・外出・外泊       届出書を提出し、いつでも自由にできます。 

  ・飲酒・喫煙       原則として禁止です。 

   ・設備・器具の利用    自由に利用できます。 

  ・金銭・貴重品の管理   自己管理を原則としますが、希望により預かり・保



 

管の代行を行います｡ 

  ・所持品の持ち込み    テレビ・ラジオ等持ち込み自由ですが、私物用の倉
庫はありませんので、居室ベッドサイドに置ける程
度としてください。 

  ・施設外での受診      本人・家族で通院・受診するのは自由です｡ 

・宗教活動                原則的には自由ですが、他者への布教活動は禁止し 

ます。 

  ・ペット         禁止します。 

 

7. 緊急時の対応方法 

  利用者に容体の変化があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか 

家族の方に速やかに連絡いたします。(緊急連絡先は【契約書別紙】参照) 

 

8. 緊急やむを得ない場合の身体拘束の手続きについて  
当施設では、原則として身体拘束は行いません。ただし生命・身体保護の目的で、 

緊急やむを得ない場合「身体拘束適正化のための指針」に沿った手順で行います。  

① 虐待拘束廃止委員会による検討 

② 家族等への説明・同意 

③ 拘束の有効性の再検討 

④ 経過記録の保管 

 

9. 高齢者虐待防止について  
当施設は別途定める「高齢者虐待防止に関する指針」に基づき、全職員を挙げて 

虐待の防止に努めます。 

 

10. 感染症・食中毒の予防について  
当施設は別途定める「感染症・食中毒の予防及び蔓延の防止の為の指針」に基づ 

き、感染症や食中毒の予防と蔓延の防止に努めます。 

万が一クラスターが発生した場合でも、別途定める BCP(事業継続計画)により、 

本事業が継続できるように尽力していきます。  

 

11. 非常災害対策について 

当施設においては「あじさい苑消防計画」に沿って各種訓練(避難誘導・通報・消 

火等)を行います。また別途定める BCP(事業継続計画)により大規模な災害や感染 

症が発生した場合でも、できる限り事業が継続できるように尽力します。 

 

12. サービス内容に関する相談・苦情 
当施設のサービスに関する相談・要望・苦情等は、来苑・電話・意見箱「聲」・書 

面により苦情等受付担当者が受付けます。下記のサービス相談窓口までお申出く 

ださい。なお当該窓口に相談しにくい場合は、第三者委員もしくは行政機関等に 

ご相談ください。 

苦情等受付担当者が受付けた苦情は、苦情等解決責任者と第三者委員(苦情等申出 

人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。また半期ごと(4 

月・10 月)に集計し、報告を行います。 

苦情等解決責任者は、苦情等申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

その際、苦情等申出人と苦情等解決責任者は、第三者委員の助言や立会いを求め 



 

ることができます。 

 

① 当施設における相談・苦情受付   
苦情等受付担当者  
生活相談員   中澤 真美 

苦情等解決責任者  
施設長     木﨑 慎一 

電話番号：0436-36-1533 
受付：月～金曜日 (9 時～18 時) 

年末年始及び祝日を除く 

② 行政機関その他の苦情受付機関   

市原市保健福祉部介護保険課 
電話番号：0436-23-9873 
受付：月～金曜日(9 時～17 時 15 分) 
    土・日・祝日除く 

千葉県国民健康保険団体連合会 

介護保険課苦情処理係 

電話番号：043-254-7428 
受付：月～金曜日 (9 時～17 時) 
    土・日・祝日除く 

千葉県運営適正化委員会 
電話番号：043-246-0294 
受付：月～金曜日 (9 時～17 時) 
   土・日・祝日除く 

③ 第三者委員 

第三者委員とはサービス利用者と施設の間に入って、問題を公平・中立な立場 

で円滑・円満に解決するために設けられた制度です。 

当施設の第三者委員会は次のとおりです。 
 
第三者委員会    関根 武 
           今関 誠 

 
電話番号：090-4742-6451 
電話番号：0475-34-3673 
受付：月～金曜日 (9 時～17 時) 
    土・日・祝日除く 

 

13. 福祉サービス第三者評価 
  福祉サービス第三者評価については、実施していません。 

 

14. 当法人の概要 
  名称・法人種別      社会福祉法人 三和会 

  代表者役職・氏名     理事長  鶴岡 義明 

  本部所在地・電話番号   千葉県市原市新堀 947-3  ・ 0436-36-1533 

   

定款の目的に定めた事業 

  (1) 第一種社会福祉事業 

    (イ) 特別養護老人ホームの経営 

  (2) 第二種社会福祉事業 

    (イ) 老人デイサービスセンターの経営 

    (ロ) 老人短期入所事業の経営 

    (ハ) 老人介護支援センターの経営 

 

事業所等 デイサービスセンターあじさい苑 (千葉県 1292400536 号) 

特別養護老人ホームあじさい苑 (千葉県 1272400761 号) 

ショートステイサービスあじさい苑 (千葉県 1272400779 号) 

あじさい苑居宅介護支援センター (千葉県 1272400886 号) 



 

特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型 (千葉県 1272402668 号) 

ショートステイサービスあじさい苑ユニット型 (千葉県 1272402650 号) 

特別養護老人ホーム幕張あじさい苑(従来型)         (千葉県 1270203977 号) 

特別養護老人ホーム幕張あじさい苑 短期入所(従来型) (千葉県  1270203985 号) 

      特別養護老人ホーム幕張あじさい苑(ユニット型)      (千葉県  1270203993 号) 

特別養護老人ホーム幕張あじさい苑 短期入所(ユニット型)   (千葉県  1270204017 号) 

 

╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌契約をする場合は以下の確認をすること╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌ 

 

令和  年  月  日 

介護老人福祉施設サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書 

面に基づいて重要な事項を説明しました｡ 

 

                事業者 

                  所在地    千葉県市原市新堀 947-3 

                  名 称    社会福祉法人 三和会   

                  理事長   鶴岡 義明               印 

                   

説明者    生活相談員 

氏 名     中澤 真美                  印 

 

私は契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設サービスについての重
要な事項の説明を受け、同意しました。 

 

               利用者 

                住 所  

                 氏 名                  印 

 

 代理人 

                 住 所 

                 氏 名                  印 

 

同席者    

住 所                  

氏 名                  

 

※ 本重要事項説明書と同時に｢契約書｣にも署名・押印し、それをもって契約開始と
なります。 

 

 

 



 

(別紙 1)                料金表 
 
1. 介護給付サービスによる料金 (契約書別紙・料金表参照) 

下記の表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険 
給付費額を除いた金額に応じて(自己負担額)をお支払いください(サービスの利 
用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります)＊別紙料金表参照「1 割負担」 
 

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を
いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金
額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保

険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を
交付します。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変
更します。 
 

2. その他介護給付サービス加算 

加 算 
介護給付額 
(10 割)円 

内自己負担額 
(1 割)円 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ(日額) 229  23  

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 104 11 

看護体制加算(Ⅰ)イ 62 7 

看護体制加算(Ⅱ)イ 135 14 

日常生活継続支援加算Ⅰ 376 38 

精神科定期的療養指導加算 52 6 

初期加算(日額) 313  32  

入院・外泊時加算(日額) 2,570  257  

療養食加算(1 食あたり) 62  7  

栄養マネジメント強化加算 115 12 

科学的介護推進体制加算Ⅰ 418 42 

介護福祉施設サービス費   
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
個室・多床室 介護度 1 (1 ヶ月当 31 日計算) 

31,005 3,101 

介護福祉施設サービス費    
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
個室・多床室 介護度 2 (1 ヶ月当 31日計算) 

34,182 3,419 

介護福祉施設サービス費   
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
個室・多床室 介護度 3 (1 ヶ月当 31日計算) 

37.494 3,750 

介護福祉施設サービス費   
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
個室・多床室 介護度４ (1 ヶ月当 31 日計算) 

40,661 4,067 



 

介護福祉施設サービス費   
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
個室・多床室 介護度 5 (１ヶ月当 31 日計算) 

43,796 4,380 

※ 市原市の地域区分単価は 1 単位＝10.45 円になります。 
厚生労働省が定める方法によって端数処理を行う関係上、実際のご請求額とは若 
干の差違が生じる場合があります。上表の料金は端数処理を行った額を表示して 
います。 
 

※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の料金について 
 初期加算、入院・外泊時加算、療養食加算を算定している場合、上記の料金に差 

異が生じます。 
 
3. その他の介護保険の給付対象とならないサービス 
① 食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費) 

 
月 額 

(31 日) 

通 常 

(第 4段階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている日額 

第 1 段階 第 2 段階 第3段階① 第3段階② 

食事提供に

要する費用 
56,730  

円 

1 日 

1,830 円 

 

300 円 

 

390 円 

 

650 円 

 

1,360 円 

 
② 居住(滞在に要する費用：光熱水費及び室料 建物設備等の原価償却費） 

１日あたりの利用料(居住費) 

居住(滞在)

に要す費用 
月 額 
(31 日) 

通 常  
(第 4 段階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている日額 

第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階① 第 3 段階② 

多床室 
(2・４人室) 28,365

円 
1 日   

915 円 
   0 円   430円  430円 430 円 

従来型  
個 室 

38,161
円 

1 日 
1,231 円 

   380円   480円   880円  880 円 

※ 外泊・入院等で居室を開けておく場合(6 日目までの料金) 

     ・多床室(2 人・4 人室)  ・・・・1 日あたり    915 円 

     ・従来型個室       ・・・・1 日あたり 1,231 円 
  入院の翌日から 6 日間は入院時加算と利用者ごとの段階に応じた居室費が発生 

します。 
  入院、外泊期間の取扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりま

すのでご了承ください。 
入院・外泊時費用は 1 ヵ月につき、6 日以内(連続して 7 泊、複数の月にまたが
る場合は 12 泊まで)とし、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただく
ものです 
入院・外泊時加算の例外：月の終わりの方で入院した時など算定する 6 日間が翌
月にまたがる場合に、翌月の初日から再度 6 日間を限度として算定されます(最  
高 12日間となります)。 

※  入院・外泊時には外泊時加算の他、負担限度額区分に応じた居住費をご負担いた 
 だきます。 


